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福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱 

   

（目的）第１条～（対象医療）第４条 （略） 

 

（対象患者） 

第５条 この事業の対象となる患者は、福岡県に住所を有する者で、前条に掲

げる対象医療を必要とする患者であって、次に掲げるすべての要件に該当し、

第８条第１項により知事の認定を受けた者とする。 

２ （略） 

  

３ 下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する者 

年 齢 区 分 階     層     区    分 

７０歳未満 医療保険者（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第７条第７項に規定する医療保険者をいう。

以下同じ。）が行う限度額適用認定又は限度額適

用・標準負担額減額認定の所得額の適用区分がエ

又はオに該当する者 

７０歳以上７

５歳未満 

医療保険における一部負担金の割合が２割とされ

ている者 

７５歳以上

（注） 

後期高齢者医療制度において一部負担金の割合が

１割又は２割とされている者 

（注）６５歳以上７５歳未満であって後期高齢者医療制度に加入して

いる者のうち、一部負担金の割合が１割又は２割とされている者

を含む。  

  

福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱 

   

（目的）第１条～（対象医療）第４条 （略） 

  

（対象患者） 

第５条 この事業の対象となる患者は、福岡県に住所を有する者で、前条に掲

げる対象医療を必要とする患者であって、次に掲げるすべての要件に該当し、

第８条第１項により知事の認定を受けた者とする。 

２ （略） 

  

３ 下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する者 

年 齢 区 分 階     層     区    分 

７０歳未満 医療保険者（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第７条第７項に規定する医療保険者をいう。

以下同じ。）が発行する限度額適用認定証又は限度

額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区

分がエ又はオに該当する者 

７０歳以上７

５歳未満 

医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金

の割合が２割とされている者 

７５歳以上

（注） 

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が

１割又は２割とされている者 

（注）６５歳以上７５歳未満であって後期高齢者医療制度に加入して

いる者のうち、 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が

１割又は２割とされている者を含む。  
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４ （略） 

 

（指定医療機関）第５条 ～（その他）第１３条 （略） 

 

附 則 （略） 

 

附 則 

この要綱は、令和７年３月３１日から施行する。 

４ （略） 

 

（指定医療機関）第５条 ～（その他）第１３条 （略） 

 

附 則 （略） 

 

 


